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選
挙
と
識
字

―
明
治
三
〇
年
代
「
文
字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
」
の
分
析
を
中
心
に
―

汲

田

美

砂

は
じ
め
に

現
在
、
日
本
の
議
員
選
挙
は
国
政
・
地
方
と
も
に
四
つ
の
原
則
「
普
通
・
平
等
・
秘
密
・

直
接
」
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
普
通
選
挙
の
開
始
は
昭
和
二
〇
年
で
、

そ
れ
以
前
の
有
権
者
は
男
子
に
限
ら
れ
て
お
り
、
日
本
で
は
長
く
制
限
選
挙
が
行
わ
れ
て

い
た
。
特
に
、
明
治
二
二
年
に
制
定
さ
れ
た
衆
議
院
議
員
選
挙
法
（
以
下
・
旧
選
挙
法
）

は
選
挙
権
を
満
二
五
歳
以
上
の
日
本
臣
民
男
子
で
一
五
円
以
上
の
直
接
国
税
を
納
め
た

者
に
制
限
し
て
お
り
、
有
権
者
は
当
時
の
総
人
口
の
僅
か
一
・
一
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
小
学
校
教
科
書
に
も
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
人
口
に
膾
炙
し
た
「
定
説
」
と
な
っ

て
い
る
。

一
方
で
、
明
治
期
の
衆
議
院
議
員
選
挙
法
に
関
し
て
、
財
産
制
限
以
外
が
論
点
と
な
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
選
挙
の
実
態
に
つ
い
て
研
究
が
進
ん
で
い
る
と
は
言
い
難
い
。

第
一
回
衆
議
院
議
員
選
挙
（
以
下
・
総
選
挙
）
に
関
す
る
稲
田
雅
洋
氏
の
整
理
に
よ
れ
ば
、

第
一
回
総
選
挙
に
は
、
制
限
選
挙
で
あ
っ
た
こ
と
以
外
に
も
、
立
候
補
制
で
は
な
か
っ
た

こ
と
や
、
被
選
挙
人
に
は
有
志
者
に
よ
る
「
財
産
づ
く
り
」
に
よ
っ
て
被
選
挙
権
を
得
た

人
物
が
多
く
存
在
し
た
こ
と
な
ど
の
特
色
が
み
ら
れ
た
と
い
う
一

。
ま
た
、
旧
選
挙
法
に

の
み
見
ら
れ
た
制
度
の
一
つ
と
し
て
、
記
名
・
捺
印
投
票
制
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
選
挙

人
は
投
票
に
あ
た
っ
て
、
被
選
挙
人
の
名
前
を
書
く
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
の
姓
名
と
住

所
を
記
し
捺
印
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。
つ
ま
り
、
日
本
で
初
め
て
行
わ
れ
た
総
選
挙

は
「
普
通
選
挙
」
で
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
く
「
秘
密
選
挙
」
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

で
は
「
秘
密
選
挙
」
の
実
施

即
ち
無
記
名
投
票
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

い
つ
か
。
こ
れ
は
、
大
正
一
四
年
の
男
子
普
通
選
挙
よ
り
早
く
、
明
治
三
三
年
の
衆
議
院

議
員
選
挙
法
改
正
（
以
下
・
改
正
選
挙
法
）
に
よ
っ
て
実
現
し
て
い
る
。
そ
の
条
文
は
次

の
と
お
り
だ
。

第
三
十
六
条

選
挙
人
ハ
投
票
所
ニ
於
テ
投
票
用
紙
ニ
自
ラ
被
選
挙
人
一
名
ノ
氏

名
ヲ
記
載
シ
テ
投
函
ス
ヘ
シ
投
票
用
紙
ニ
ハ
選
挙
人
ノ
氏
名
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
ス

旧
選
挙
法
で
は
第
三
八
条
二
項
に
お
い
て
「
選
挙
人
ハ
投
票
所
ニ
於
テ
投
票
用
紙
ニ
被

選
人
ノ
姓
名
ヲ
記
載
シ
次
ニ
自
己
ノ
姓
名
住
所
ヲ
記
載
シ
テ
捺
印
ス
ヘ
シ
」
と
規
定
さ
れ
、

氏
名
の
記
載
・
捺
印
が
な
い
投
票
は
無
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
改
正
選

挙
法
で
は
選
挙
人
の
氏
名
を
書
い
て
は
な
ら
ず
、
被
選
挙
人
の
氏
名
以
外
を
記
載
し
た
投

票
は
無
効
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
投
票
方
法
の
変
更
に
伴
い
、
記
載
台
に
も
「
選
挙

人
を
し
て
他
の
選
挙
人
の
投
票
を
覗
き
又
は
投
票
の
交
換
其
他
不
正
の
手
段
」
が
出
来
な

い
よ
う
「
相
当
の
設
備
」
が
用
意
さ
れ
た
と
い
う
。
新
聞
報
道
の
挿
絵
か
ら
知
り
得
る
限

り
、
こ
の
「
相
当
の
設
備
」
は
隣
り
合
う
人
の
手
元
が
見
え
な
い
よ
う
に
す
る
目
隠
し
の

こ
と
の
よ
う
で
、
現
在
投
票
所
で
使
用
さ
れ
て
い
る
記
載
台
に
似
た
も
の
だ
。
こ
の
設
備

と
無
記
名
投
票
と
い
う
制
度
に
よ
っ
て
、
選
挙
人
は
「
何
の
憚
る
所
な
く
真
に
自
ら
代
議

士
と
し
て
適
任
な
り
と
信
ず
る
人
」
に
投
票
す
る
自
由
を
得
た
の
で
あ
る
二

。

さ
て
、
そ
ん
な
選
挙
法
改
正
議
論
の
始
ま
り
は
明
治
三
一
年
の
第
一
二
回
帝
国
議
会
に

遡
る
。
衆
議
院
に
政
府
か
ら
提
出
さ
れ
た
改
正
選
挙
法
案
に
は
、
旧
選
挙
法
か
ら
の
大
き

な
変
更
点
が
複
数
存
在
し
た
が
、
無
記
名
投
票
制
も
、
選
挙
の
自
由
を
守
る
た
め
に
、
と

政
府
が
提
案
し
た
改
正
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
無
記
名
投
票
制
が
議
題
に
上
が
る
と
、
衆
議
院
議
員
か
ら
は
記
名
投

票
制
へ
の
修
正
を
求
め
る
声
が
相
次
い
だ
。
衆
議
院
で
幾
度
か
開
催
さ
れ
た
選
挙
法
改
正

の
読
会
や
特
別
委
員
会
で
は
、
そ
の
多
く
で
政
府
案
の
無
記
名
投
票
制
を
撤
廃
、
従
来
ど

お
り
の
記
名
投
票
制
に
修
正
す
る
案
が
決
議
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
専
制
政
府
に
対
し

て
普
通
選
挙
を
求
め
る
民
権
派
議
員
、
と
い
う
構
図
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
我
々
か
ら
見

る
と
、
直
観
に
反
す
る
出
来
事
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
無
記
名
投
票
制
の
導
入
に
焦
点
を
あ
て
、
明
治
三
〇
年
代
の
選
挙
法
改
正

と
、
改
正
選
挙
法
下
で
初
め
て
行
わ
れ
た
総
選
挙
で
あ
る
第
七
回
衆
議
院
議
員
選
挙
に
表

れ
る
時
代
背
景
を
整
理
し
て
い
く
。
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一
、
無
記
名
投
票
制
を
め
ぐ
っ
て

ま
ず
、
改
正
選
挙
法
を
め
ぐ
る
帝
国
議
会
で
の
議
論
を
見
て
い
こ
う
。
資
料
は
主
に
『
官

報
号
外

衆
議
院
議
員
速
記
録
』
、
『
帝
国
議
会
衆
議
院
委
員
会
議
録
』
、
『
帝
国
議
会

貴
族
院
議
事
速
記
録
』
、
『
帝
国
議
会
貴
族
院
委
員
会
速
記
録
』
を
用
い
た
。
ま
た
、
引

用
資
料
中
の
傍
線
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

旧
選
挙
法
制
定
か
ら
改
正
選
挙
法
成
立
ま
で
に
は
、
第
一
回
議
会
で
の
新
井
章
吾
提
出

の
「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
」
か
ら
数
え
て
実
に
二
〇
件
も
選
挙
法
改
正
に
係
る
議
案
提
出

が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
衆
議
院
で
否
決
あ
る
い
は
消
滅
し
て
お

り
、
貴
族
院
ま
で
審
議
が
行
わ
れ
た
も
の
は
僅
か
三
件
に
す
ぎ
な
い

三

。
こ
の
三
件
は

い
ず
れ
も
、
改
正
選
挙
法
へ
と
繋
が
る
政
府
提
出
の
改
正
案
で
あ
る
。

選
挙
法
改
正
案
の
特
徴
は
、
無
記
名
投
票
制
の
導
入
の
ほ
か
に
も
、
選
挙
資
格
制
限
の

緩
和
に
よ
る
有
権
者
の
増
大
と
被
選
挙
権
の
制
限
撤
廃
、
小
選
挙
区
制
か
ら
大
選
挙
区
制

へ
の
変
更
等
が
あ
る
が
、
議
論
が
複
雑
に
な
る
た
め
こ
こ
で
は
踏
み
込
ま
な
い
。

前
述
の
と
お
り
、
旧
選
挙
法
で
は
選
挙
人
は
投
票
用
紙
に
記
名
・
捺
印
を
求
め
ら
れ
て

い
た
の
だ
が
、
改
正
案
で
は
「
投
票
用
紙
ニ
ハ
選
挙
人
ノ
氏
名
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」

と
逆
に
記
名
は
禁
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
政
府
は
、
無
記
名
投
票
制
は
選
挙
の
自
由

を
保
障
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
衆
議
院
議
員
の
中
に
は
無
記
名

制
に
反
対
す
る
者
が
多
く
見
ら
れ
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
は
、
未
だ
明
治
二
五
年
の
選

挙
大
干
渉
の
記
憶
が
新
し
く
、
無
記
名
に
す
る
こ
と
で
政
府
側
に
よ
る
選
挙
結
果
の
改
竄

が
行
わ
れ
や
す
く
な
る
こ
と
へ
の
懸
念
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
よ
り
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た

の
は
次
の
よ
う
な
内
容
だ
っ
た
。

〇
（
工
藤
行
幹
君
）
…
…
ソ
レ
カ
ラ
此
後
ト
ノ
方
ニ
記
名
投
票
ト
シ
テ
、
自
ラ
名
ヲ

書
カ
ナ
ケ
レ
バ
投
票
権
ヲ
與
ヘ
ヌ
ト
云
フ
ノ
ハ
、
私
ガ
承
ッ
テ
居
ル
所
デ
ハ
、
或
ハ

相
当
ノ
資
格
ヲ
備
ヘ
テ
居
ッ
テ
モ
、
字
ヲ
書
ケ
ナ
ケ
レ
バ
イ
カ
ヌ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ

ッ
タ
ラ
、
或
ハ
残
念
ナ
ガ
ラ
、
眼
ノ
見
ヘ
ナ
イ
人
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
類
ノ
人
ハ
、
立
派

ナ
人
デ
ア
ッ
テ
モ
、
字
ヲ
書
ク
コ
ト
ガ
出
来
ヌ
人
ガ
ア
ル
、
サ
ウ
云
フ
モ
ノ
、
権
ヲ

皆
剥
奪
ス
ル
ノ
ハ
、
如
何
ニ
モ
ヒ
ド
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
ガ
、
ド
ウ
云
フ
訳
デ
、
自
ラ
姓

名
ヲ
書
サ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
書
イ
タ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
、
之
ヲ
承

リ
タ
イ

〇
政
府
委
員
（
一
木
喜
徳
郎
君
）

文
字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
、
之
ヲ
除
キ

マ
シ
タ
ノ
ハ
、
今
日
ノ
知
識
ノ
進
歩
ノ
程
度
デ
ハ
、
是
位
ニ
シ
テ
差
支
ナ
カ
ラ
ウ
、

是
位
ノ
教
育
ノ
ア
ル
モ
ノ
デ
ナ
ケ
レ
バ

教
育
ト
申
ス
ハ
、
語
弊
ガ
ア
ル
カ
モ
知

レ
マ
セ
ヌ
ガ
、
是
位
ノ
知
識
ノ
ア
ル
者
デ
ナ
ケ
レ
バ
、
選
挙
ヲ
行
ハ
セ
ル
ニ
不
都
合

デ
ア
ラ
ウ
、
モ
ウ
一
ツ
ハ
、
今
度
ノ
案
デ
ハ
無
記
名
投
票
ヲ
用
ヰ
テ
居
ル
カ
ラ
、
代

書
ヲ
許
シ
マ
セ
ヌ
ト
、
記
名
投
票
ト
同
ジ
ニ
ナ
リ
マ
ス
カ
ラ
、
此
二
ツ
ノ
点
カ
ラ
文

字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
、
選
挙
ヲ
ス
ル
コ
ト
ハ
出
来
ナ
イ
ト
云
フ
コ
ト

ニ
致
シ
マ
シ
タ
四

衆
議
院
議
院
の
修
正
で
政
府
案
の
「
単
記
無
記
名
」
が
廃
さ
れ
「
制
限
連
記
記
名
」
が

推
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
が
こ
の
質
疑
応
答
か
ら
分
か
る
。
第
一
二
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ

れ
た
政
府
に
よ
る
改
正
選
挙
法
案
に
は

第
三
十
五
条

選
挙
人
投
票
所
ニ
於
テ
投
票
用
紙
ニ
自
ラ
被
選
挙
人
一
名
ノ
氏
名

ヲ
記
載
シ
テ
投
函
ス
ヘ
シ

投
票
用
紙
ニ
ハ
選
挙
人
ノ
氏
名
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

文
字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
ハ
投
票
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

と
あ
り
、
無
記
名
投
票
制
の
規
定
に
並
ん
で
「
文
字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
」
は
投

票
が
出
来
な
い
、
と
記
載
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
こ
れ
ま
で
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
旧
選
挙

法
で
は
第
三
九
条
に
「
選
挙
人
ニ
シ
テ
文
字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
由
ヲ
申
立
ツ
ル
ト

キ
ハ
町
村
長
ハ
吏
員
ヲ
シ
テ
代
書
セ
シ
メ
之
ヲ
本
人
ニ
読
ミ
聞
カ
セ
捺
印
投
票
セ
シ
メ

其
ノ
由
ヲ
投
票
明
細
書
ニ
記
載
ス
ヘ
シ
」
と
あ
り
「
文
字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
」

に
は
代
書
に
よ
る
投
票
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
「
文
字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
」
の

投
票
を
不
可
と
す
る
一
項
は
、
無
記
名
投
票
制
の
導
入
と
共
に
、
こ
の
時
新
た
に
加
え
ら

れ
た
も
の
だ
っ
た
。

工
藤
の
質
問
に
対
し
て
、
政
府
委
員
は
「
文
字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
」
の
投
票

を
不
可
と
し
た
の
に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
一
つ
は
選
挙
人
に
一
定
の

教
育
・
知
識
を
求
め
る
た
め
で
、
「
是
位
ノ
知
識
ノ
ア
ル
者
デ
ナ
ケ
レ
バ
、
選
挙
ヲ
行
ハ

セ
ル
ニ
不
都
合
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
教
育
の
進
歩
し
た
今
日
の
社
会
を
鑑
み
れ
ば

「
責
メ
テ
ハ
自
己
ノ
名
前
モ
書
ケ
ル
、
自
己
ノ
名
前
デ
ナ
ク
テ
モ
、
人
ノ
氏
名
モ
実
際
書
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ケ
ル
ト
云
フ
位
ノ
人
」
五

で
な
け
れ
ば
選
挙
権
を
与
え
な
く
て
も
構
わ
な
い
、
と
い
う
の

が
政
府
側
の
見
解
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
も
う
一
つ
の
理
由
は
「
無
記
名
投
票
」
で
あ
る
こ
と
。
従
来
の
よ
う
に
代
書
を

認
め
て
し
ま
う
と
誰
が
誰
に
投
票
を
し
た
、
と
い
う
選
挙
の
秘
密
が
守
ら
れ
ず
、
記
名
す

る
の
と
変
わ
ら
な
い
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

投
票
は
「
無
記
名
」
か
「
記
名
」
か
、
と
い
う
議
論
は
「
代
書
」
を
認
め
る
か
否
か
の

議
論
へ
と
繋
が
り
、
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
「
文
字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
」
か
ら

選
挙
権
を
剥
奪
す
る
の
は
適
当
か
否
か
、
の
議
論
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
文

字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
」
に
も
投
票
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
員
等
が
中

心
と
な
っ
て
、
記
名
投
票
制
の
維
持
が
叫
ば
れ
た
の
だ
。

で
は
、
実
際
「
文
字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
」
た
め
に
選
挙
権
を
剥
奪
さ
れ
て
し
ま

う
選
挙
人
は
ど
れ
ほ
ど
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
見
込
み
を
問
わ
れ

た
政
府
委
員
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

○
政
府
委
員
（
一
木
喜
徳
郎
君
）

此
氏
名
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ノ
出
来
ヌ
モ
ノ
ハ
、

投
票
ス
ル
コ
ト
ガ
出
来
ナ
イ
ト
、
斯
ウ
極
メ
マ
シ
タ
ノ
ハ
、
此
政
府
ノ
見
込
ニ
於
キ

マ
シ
テ
ハ
、
サ
ウ
非
常
ニ
大
多
数
斯
ウ
デ
ア
ラ
ウ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
ナ
カ
ラ
ウ
ト
云
フ

見
込
デ
ア
リ
マ
ス
…
…
特
ニ
調
ベ
タ
モ
ノ
ハ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ヌ
ケ
レ
ド
モ
、
サ
ウ
多
数

ハ
ア
ル
マ
イ
ト
云
フ
見
込
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
併
シ
又
多
少
ア
ル
ニ
致
シ
マ
シ
テ
モ
、

ソ
レ
ハ
已
ム
ヲ
得
ヌ
コ
ト
ゝ
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
六

こ
の
よ
う
に
、
政
府
側
は
「
氏
名
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ノ
出
来
ヌ
モ
ノ
」
に
つ
い
て
「
サ

ウ
多
数
ハ
ア
ル
マ
イ
」
と
の
見
通
し
を
示
し
て
い
る
。
社
会
の
進
化
に
伴
い
選
挙
法
改
正

を
行
い
有
権
者
を
増
大
さ
せ
る
、
と
い
う
趣
意
な
の
だ
か
ら
、
当
然
の
見
解
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
同
時
に
「
氏
名
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ノ
出
来
ヌ
モ
ノ
」
が
多
少
い
た
と
し
て
も
そ

う
し
た
人
々
が
投
票
権
を
行
使
で
き
な
い
の
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
だ
と
い
う
。
政
府
側

の
こ
う
し
た
見
込
み
と
は
異
な
り
、
無
記
名
投
票
制
に
反
対
す
る
衆
議
院
議
員
等
は
「
文

字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
」
を
「
サ
ウ
多
数
ハ
ア
ル
マ
イ
」
も
の
と
は
考
え
て
い
な

か
っ
た
。

〇
恆
松
隆
慶

君
（
百
九
番
）

少
シ
質
問
致
シ
マ
ス
、
此
選
挙
法
デ
見
マ
ス
ル
ト
、

誠
ニ
選
挙
権
ハ
拡
張
致
シ
テ
居
リ
マ
ス
ガ
、
然
ル
ニ
第
三
十
五
条
ニ
依
リ
マ
ス
ル
ト
、

無
記
名
投
票
デ
ア
ル
、
即
チ
文
字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ハ
、
投
票
ス
ル
コ
ト

ガ
出
来
ナ
イ
、
斯
ウ
ナ
ッ
テ
居
ル
、
一
方
デ
ハ
多
数
ノ
人
ニ
選
挙
セ
シ
ム
ト
云
ウ
テ
、

又
一
方
デ
ハ
自
書
ス
ル
コ
ト
ノ
出
来
ナ
イ
者
ハ
投
票
ガ
出
来
ナ
イ
ト
却
テ
従
来
ノ

選
挙
人
ヨ
リ
数
ガ
減
ル
カ
モ
知
ラ
ナ
イ
七

こ
れ
は
第
一
二
回
帝
国
議
会
に
お
け
る
選
挙
法
改
正
案
第
一
回
読
会
の
際
に
出
さ
れ
た

質
問
だ
。
政
府
の
当
初
案
で
は
、
選
挙
人
に
求
め
る
納
税
資
格
は
「
選
挙
人
名
簿
調
整
ノ

日
ヨ
リ
満
一
年
以
上
地
租
五
円
以
上
又
ハ
満
二
年
以
上
所
得
税
若
ハ
営
業
税
三
円
以
上

又
ハ
所
得
税
営
業
税
ヲ
通
シ
テ
三
円
以
上
納
」
め
て
い
る
こ
と
と
さ
れ
、
こ
れ
は
旧
選
挙

法
の
「
直
接
国
税
一
五
円
以
上
」
に
比
す
る
と
大
幅
な
引
き
下
げ
で
、
有
権
者
数
は
お
よ

そ
五
倍
に
も
な
る
と
目
算
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
「
文
字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能

ハ
ザ
ル
者
」
の
投
票
を
不
可
と
す
れ
ば
選
挙
人
は
「
従
来
ヨ
リ
数
ガ
減
ル
カ
モ
知
ラ
ナ
イ
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
納
税
率
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
選

挙
人
と
な
る
人
々
の
間
に
は
「
文
字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
」
が
多
数
で
あ
る
可
能

性
だ
け
で
は
な
く
、
従
来
の
選
挙
人
の
中
に
も
「
文
字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
」
が

多
く
い
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

ま
た
、
第
一
三
回
帝
国
議
会
に
お
い
て
、
星
亨
が
特
別
委
員
会
の
審
議
結
果
を
報
告
す

る
際
に
も
、
次
の
よ
う
な
発
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。

○
星
亨
君
（
二
百
三
十
四
蕃
）

…
…
原
案
ニ
於
テ
ハ
、
附
イ
テ
ハ
単
記
無
記
名
ニ

ナ
ッ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
ル
、
然
ル
ニ
種
々
討
論
ノ
末
ニ
ヨ
ッ
テ
、
制
限
連
記
記
名
、
斯

ウ
云
フ
コ
ト
ニ
極
リ
マ
シ
タ
、
サ
ウ
シ
テ
既
ニ
記
名
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
以
上
ハ
、
代
書

ヲ
許
ス
ノ
ガ
相
当
デ
ア
ル
、
我
邦
ノ
今
日
ノ
現
状
ヲ
見
レ
バ
、
随
分
明
治
以
前
ニ
生

レ
タ
人
、
殊
ニ
天
保
時
代
ニ
生
レ
タ
人
モ
多
イ
ノ
デ
ア
ル
、
随
分
書
ク
ニ
不
十
分
ナ

人
モ
多
イ
ト
云
フ
コ
ト
モ
ア
ル
カ
ラ
、
代
書
ヲ
許
ス
方
ガ
相
当
デ
ア
ル
、
記
名
デ
相

当
デ
ア
ル
八

記
名
を
採
る
べ
き
理
由
と
し
て
「
文
字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
」
の
存
在
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
そ
う
し
た
人
々
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
明
治
以
前
の

生
ま
れ
の
人
、
と
り
わ
け
天
保
時
代
に
生
ま
れ
た

こ
の
議
論
が
さ
れ
て
い
る
当
時
六
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〇
歳
以
上
に
な
る

人
々
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
発
言
は
、
第
一
四
回
帝
国
議

会
で
も
行
わ
れ
て
い
た
。

〇
（
工
藤
行
幹
君
）
既
ニ
記
名
ト
御
定
メ
ニ
ナ
ッ
タ
上
ハ
、
代
書
ヲ
許
ス
ト
云
フ
コ

ト
ニ
ス
ル
ガ
宜
シ
イ
ト
思
フ
、
日
本
ハ
余
リ
文
明
ニ
モ
進
ン
デ
居
リ
マ
セ
ズ
、
老
人

ナ
ド
ニ
ハ
書
ケ
ナ
イ
者
モ
ア
ル
、
ソ
レ
ガ
タ
メ
ニ
選
挙
権
ヲ
奪
フ
ト
云
フ
ノ
ハ
、
宜

シ
ク
ナ
イ
ト
考
ヘ
ル
九

右
の
引
用
部
は
法
案
修
正
決
議
中
の
も
の
だ
が
、
こ
の
時
の
採
決
は
、
ま
ず
記
名
か
無

記
名
か
を
決
め
、
続
い
て
代
書
は
許
す
か
否
か
の
多
数
決
を
取
る
、
と
い
う
順
で
行
わ
れ

て
い
る
。
日
本
に
は
文
字
の
書
け
な
い
「
老
人
」
も
多
い
か
ら
、
記
名
式
と
な
っ
た
以
上

は
代
書
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
の
意
見
に
対
し
て
政
府
委
員
は

〇
政
府
委
員
（
一
木
喜
徳
郎
君
）

記
名
投
票
ノ
コ
ト
ハ
御
決
議
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
ガ
、

代
書
ヲ
許
ス
ヤ
否
ヤ
ハ
、
記
名
無
記
名
ト
ハ
別
問
題
デ
、
政
府
案
ノ
趣
意
ハ
無
記
名

ノ
趣
意
ヲ
貫
ク
ダ
ケ
デ
ナ
ク
、
斯
ウ
云
フ
モ
ノ
デ
ナ
ケ
レ
バ
、
選
挙
サ
セ
ナ
イ
趣
意

デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
記
名
投
票
ニ
ナ
ル
ニ
拘
ラ
ズ
、
原
案
通
リ
ニ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
希
望

致
シ
マ
ス
一
〇

と
述
べ
て
お
り
、
や
は
り
代
書
を
禁
じ
た
意
図
は
単
に
選
挙
の
自
由
や
秘
密
の
保
持
だ
け

で
は
な
く
、
「
文
字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
」
を
選
挙
人
か
ら
排
除
す
る
と
こ
ろ
に

も
あ
る
こ
と
が
改
め
て
主
張
さ
れ
た
。
政
府
に
と
っ
て
、
そ
の
数
の
多
少
は
問
題
で
は
な

か
っ
た
の
だ
。

改
正
選
挙
法
は
最
終
的
に
明
治
三
三
年
、
第
一
四
回
帝
国
議
会
に
お
い
て
成
立
し
、
投

票
方
法
は
左
の
と
お
り
規
定
さ
れ
た
。

第
三
十
六
条

選
挙
人
ハ
投
票
所
ニ
於
テ
投
票
用
紙
ニ
自
ラ
被
選
挙
人
一
名
ノ
氏

名
ヲ
記
載
シ
テ
投
函
ス
ヘ
シ

投
票
用
紙
ニ
ハ
選
挙
人
ノ
氏
名
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
三
十
七
条

選
挙
人
名
簿
ニ
登
録
セ
ラ
レ
サ
ル
者
ハ
投
票
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但

シ
選
挙
人
名
簿
ニ
登
録
セ
ラ
ル
ヘ
キ
確
定
判
決
書
ヲ
所
持
シ
選
挙
ノ
当
日
投
票

所
ニ
到
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
投
票
管
理
者
ハ
之
ヲ
シ
テ
投
票
セ
シ
ム
ヘ
キ

第
三
十
八
条

選
挙
人
名
簿
ニ
登
録
セ
ラ
レ
タ
ル
者
選
挙
権
ヲ
有
セ
サ
ル
ト
キ
ハ

投
票
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

自
ラ
被
選
挙
人
ノ
氏
名
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
亦
前
項
ニ
同
シ

第
一
二
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
改
正
案
の
第
三
五
条
三
項
に
見
ら
れ
た
「
文
字
ヲ

書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
ハ
投
票
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
の
一
文
は
、
第
三
八
条
二
項
の
「
自

ラ
被
選
挙
人
ノ
氏
名
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
亦
前
項
ニ
同
シ
」
へ
と
姿
を
変
え
て
い

る
。
こ
の
修
正
は
第
一
三
回
帝
国
議
会
へ
の
法
案
提
出
の
際
に
は
既
に
み
ら
れ
た
も
の
だ
。

そ
も
そ
も
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
「
文
字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
」
の
議
論
を
み

て
も
、
自
己
の
氏
名
及
び
被
選
挙
人
の
氏
名
く
ら
い
書
け
る
者
で
な
け
れ
ば
、
と
い
う
意

図
で
あ
っ
た
よ
う
だ
か
ら
、
こ
の
文
言
修
正
は
「
文
字
ヲ
書
ス
ル
」
能
力
の
有
無
を
ど
こ

で
判
断
す
る
か
、
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
政
府
に
と

っ
て
選
挙
人
に
求
め
る
最
低
限
の
識
字
が
「
氏
名
ヲ
書
ス
ル
」
能
力
で
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
だ
ろ
う
。

「
自
書
」
条
件
に
対
し
て
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
衆
議
院
で
の
反
対
意
見
が
根

強
く
、
第
一
四
回
帝
国
議
会
の
修
正
案
で
も
「
自
書
」
項
目
は
削
ら
れ
、
記
名
制
で
代
書

を
認
め
る
形
へ
と
修
正
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
貴
族
院
で
の
審
議
に
よ
っ
て

政
府
案
の
無
記
名
制
・
代
書
を
禁
止
す
る
形
へ
と
戻
さ
れ
て
い
る
。
両
院
協
議
会
で
の
話

し
合
い
で
も
、
貴
族
院
側
は
無
記
名
制
や
「
自
書
」
条
件
は
譲
る
こ
と
が
出
来
な
い
も
の

と
し
て
主
張
し
、
衆
議
院
側
が
妥
協
を
す
る
形
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
無
記
名
制
を
理

由
に
代
書
を
禁
じ
、
「
自
書
」
を
投
票
権
行
使
の
条
件
と
す
る
改
正
選
挙
法
が
成
立
し
た

の
だ
。

二
、
「
無
筆
選
挙
人
」
の
実
態

改
正
選
挙
法
施
行
後
初
め
て
の
総
選
挙
で
あ
る
第
七
回
衆
議
院
議
員
選
挙
は
、
明
治
三

五
年
四
月
二
二
日
に
公
示
さ
れ
、
同
年
八
月
一
〇
日
に
投
開
票
が
行
わ
れ
た
。
改
正
選
挙

法
が
初
め
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
新
聞
各
紙
で
は
候
補
者
動
向
や
各
政
党
の
動
き
と

と
も
に
、
改
正
選
挙
法
の
注
意
点
が
盛
ん
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
ん
な
中
、
投
開
票
を
間
近
に
控
え
た
七
月
二
四
日
、
『
朝
日
新
聞
』
に
次
の
記
事
が

掲
載
さ
れ
た
。
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●
無
筆
選
挙
人
の
投
票
に
就
て

全
国
多
数
の
選
挙
人
中
に
は
全
く
の
無
筆
の
者
は
餘
り
多
か
ら
さ
る
べ
き
も
人
の

氏
名
を
字
画
正
し
く
書
く
こ
と
の
覚
束
な
き
者
は
甚
だ
多
く
又
候
補
者
の
中
に
も

随
分
六
ケ
敷
氏
名
の
人
少
な
か
ら
ず
左
れ
ば
字
体
の
明
白
な
ら
ざ
る
投
票
、
仮
名
を

以
て
書
し
た
る
投
票
、
誤
字
あ
る
投
票
等
は
全
国
到
る
処
に
顕
出
す
べ
く
而
し
て
其

有
効
無
効
の
争
論
は
恐
く
全
国
の
各
開
票
所
に
於
て
起
ら
ざ
る
所
な
か
る
ベ
シ
出

所
ハ
明
白
な
ら
ざ
る
も
過
日
府
下
の
各
新
聞
紙
上
に
被
選
挙
人
の
氏
名
と
は
戸
籍

面
に
あ
る
氏
名
の
謂
な
れ
ば
仮
名
を
以
て
書
し
た
る
投
票
、
誤
字
あ
る
投
票
等
は
無

効
な
り
と
の
記
事
現
は
れ
六
十
の
手
習
に
孫
の
笑
を
忍
び
な
が
ら
覚
束
な
く
も
候

補
者
の
氏
名
を
習
ひ
つ
ゝ
あ
る
選
挙
人
の
色
を
失
は
し
め
た
る
が
今
大
審
院
及
び

行
政
裁
判
所
の
判
決
例
を
見
れ
ば
苟
も
被
選
挙
人
の
何
人
た
る
を
確
認
し
得
る
投

票
は
総
て
有
効
な
り
と
の
解
釈
に
し
て
…
…
行
政
裁
判
所
の
判
決
例
は
思
ひ
切
つ

て
寛
大
な
り
仮
名
を
以
て
書
す
る
者
誤
字
脱
字
あ
る
者
類
似
の
者
姓
又
は
名
の
み

を
記
載
す
る
者
異
名
を
記
載
す
る
者
等
皆
有
効
な
り
…
…

記
事
で
は
投
票
に
使
う
文
字
は
漢
字
で
な
く
と
も
構
わ
ず
、
ま
た
誤
字
や
誤
記
が
あ
っ

て
も
誰
の
氏
名
を
書
き
た
か
っ
た
か
が
分
か
れ
ば
そ
の
票
は
有
効
で
あ
る
、
と
報
じ
ら
れ

て
い
る
。
続
く
省
略
部
分
で
は
、
こ
う
し
た
言
説
の
根
拠
と
し
て
、
過
去
の
総
選
挙
で
の

投
票
に
関
す
る
大
審
院
や
行
政
裁
判
所
の
判
決
が
列
挙
さ
れ
、
最
後
は
、
行
政
裁
判
所
の

判
決
は
概
ね
寛
大
で
あ
る
と
は
い
え
、
最
終
決
定
者
で
あ
る
大
審
院
の
判
例
が
少
な
い
こ

と
か
ら
選
挙
人
は
気
を
引
き
締
め
て
投
票
の
記
載
を
行
う
よ
う
に
、
と
の
注
意
で
締
め
く

く
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
「
投
票
面
の
文
字
に
就
て
」
と
見
出
し
を
変
え
て
同
月
二

七
日
付
の
『
土
陽
新
聞
』
に
転
載
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
日
に
は
『
毎
日
新
聞
』
で
も
同
様

の
報
道
が
見
ら
れ
る
。

●
投
票
認
め
方
問
題

改
正
選
挙
法
に
撚
れ
ば
『
選
挙
人
は
投
票
所
に
於
て
、
投
票
用
紙
に
自
ら
被
選
挙
人

一
名
の
氏
名
を
記
載
し
て
投
函
す
べ
し
』
と
は
、
其
第
三
十
六
條
の
規
定
に
し
て
、

即
ち
投
票
は
必
ず
選
挙
人
の
自
書
に
限
ら
れ
居
る
は
、
今
更
喋
々
す
る
を
要
せ
ざ
る

所
な
る
が
、
其
文
字
は
漢
字
に
限
る
か
、
将
た
仮
名
に
て
も
差
支
な
き
か
、
又
た
誤

字
誤
書
は
何
れ
の
程
度
ま
で
、
之
を
有
効
の
も
の
と
為
す
べ
き
か
と
云
へ
る
問
題
に

就
て
は
、
其
筋
に
於
て
も
議
論
区
々
に
岐
れ
、
或
る
方
向
に
て
は
仮
名
は
勿
論
符
合

（
例
へ
ば
岩
谷
天
狗
と
云
ふ
が
如
し
）
に
て
も
候
補
者
の
誰
た
る
を
推
知
す
る
を
得

る
以
上
は
、
毫
も
差
支
を
見
ず
、
現
に
此
種
の
疑
問
に
関
し
て
は
、
従
来
の
裁
判
例

も
あ
る
こ
と
な
り
と
主
張
す
る
に
反
し
、
他
の
方
面
に
て
は
こ
の
説
を
非
定
す
る
者

も
あ
れ
ど
、
目
下
の
處
結
局
前
説
に
傾
き
つ
ゝ
あ
る
が
如
し

こ
れ
ら
の
新
聞
報
道
か
ら
は
、
改
正
選
挙
法
に
記
さ
れ
た
「
選
挙
人
ハ
投
票
所
ニ
於
テ

投
票
用
紙
ニ
自
ラ
被
選
挙
人
一
名
ノ
氏
名
ヲ
記
載
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
「
自
ラ

被
選
挙
人
ノ
氏
名
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
」
は
投
票
を
行
う
こ
と
が
出
来
な
い
と
の

文
言
を
め
ぐ
っ
て
、
市
井
で
は
投
票
に
有
効
な
「
文
字
」
と
は
何
か
、
に
つ
い
て
議
論
・

憶
測
が
巻
き
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
従
来
の
裁
判
例
か
ら
、
ひ
ら
が
な

を
用
い
た
も
の
や
誤
記
・
誤
書
の
あ
る
投
票
も
有
効
で
あ
る
と
の
説
と
、
戸
籍
で
記
さ
れ

た
氏
名
は
漢
字
で
あ
る
の
だ
か
ら
投
票
も
当
然
漢
字
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
説
が

争
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
文
字
」
の
定
義
が
問
題
と
な
る
の
は
、
現
在
も
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
日
本
語
の
「
文
字
」
に
は
漢
字
・
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
の
三
種
類
が
存
在
し

て
い
る
た
め
で
あ
り
、
当
時
の
社
会
で
は
「
全
く
の
無
筆
」
で
は
な
い
も
の
の
「
人
の
氏

名
を
字
画
正
し
く
書
く
こ
と
の
覚
束
な
き
者
」

つ
ま
り
は
、
ひ
ら
が
な
や
カ
タ
カ
ナ

は
書
け
て
も
漢
字
を
書
く
の
は
不
慣
れ
な
者
が
多
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

旧
選
挙
法
に
比
べ
れ
ば
倍
増
し
て
い
る
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
総
人
口
中
二
・
二
％

と
ご
く
少
数
の
、
高
額
納
税
者
に
選
挙
権
が
限
ら
れ
て
い
る
中
で
、
選
挙
人
に
は
「
人
の

氏
名
を
字
画
正
し
く
書
く
こ
と
の
覚
束
な
き
者
は
甚
だ
多
」
い
と
は
「
近
世
日
本
人
の
識

字
率
は
高
か
っ
た
」
と
い
う
言
説
に
馴
染
ん
だ
我
々
に
は
奇
妙
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
で
は
、
実
際
に
「
人
ノ
氏
名
」
を
書
く
こ
と
が
覚
束
な
い
者
は
ど
れ
程
い
た
の
か
、

検
討
し
て
み
よ
う
。

明
治
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
自
署
調
査
」
と
呼
ば
れ
る
「
自
己
の

姓
名
を
記
し
得
る
か
否
か
」
の
取
り
調
べ
が
、
滋
賀
県
（
明
治
一
〇
～
二
六
年
）
、
岡
山

県
（
明
治
二
〇
～
二
六
年
）
、
鹿
児
島
県
（
明
治
一
七
～
二
二
年
）
、
群
馬
県(

明
治
一
三

年)

、
青
森
県
（
明
治
一
四
年
）
の
一
部
都
府
県
で
六
歳
以
上
（
青
森
は
全
年
齢
）
の
男
女

を
対
象
に
行
わ
れ
て
い
る
【
別
表
一
】
。
こ
の
統
計
を
見
る
と
、
自
署
率
に
は
地
域
・
性

別
に
よ
っ
て
著
し
い
差
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
最
も
自
署
率
の
高
い
滋
賀
県
男
子
で
さ

え
も
、
一
割
程
度
は
「
自
己
の
姓
名
を
記
し
得
さ
る
者
」
が
存
在
し
て
い
る
。
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こ
の
「
自
署
率
調
査
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
明
治
初
期
の
教
育
程
度
や
識
字

率
を
検
討
す
る
際
に
多
く
用
い
ら
れ
て
き
た
資
料
で
あ
る
が
、
実
施
の
意
図
や
方
法
は
不

明
で
あ
る
し
、
「
自
己
の
姓
名
を
記
す
」
と
い
っ
た
時
に
そ
の
「
文
字
」
が
何
を
さ
し
て

い
た
の
か
も
定
か
で
は
な
い
。

明
治
三
五
年
に
は
有
権
者
を
対
象
と
し
た
同
様
の
調
査
が
内
務
省
に
よ
っ
て
秘
密
裏

に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

▲
無
筆
選
挙
人
の
取
調

目
下
各
府
県
に
て
は
内
務
省
の
内
命
に
依
り
各
村
落

の
駐
在
巡
査
を
し
て
選
挙
有
権
者
中
の
無
筆
者
を
調
査
せ
し
め
居
る
由
な
る
が
無

筆
者
は
東
北
地
方
に
最
も
多
く
全
国
を
通
ず
る
と
き
ハ
凡
そ
一
割
以
上
な
る
べ
し

と
云
ふ

●
無
筆
者
調
査
は
困
難
な
り

其
筋
に
て
は
総
選
挙
準
備
と
し
て
各
府
県
に
内

命
し
選
挙
人
の
無
筆
者
を
取
調
中
と
の
事
な
る
も
無
筆
者
と
雖
も
全
く
自
己
の
姓

名
を
自
署
し
得
ざ
る
者
は
頗
る
僅
少
な
り
自
己
の
姓
名
を
自
署
し
得
る
も
の
に
は

候
補
者
の
姓
名
を
習
熟
せ
し
む
る
を
得
べ
し
甚
だ
し
き
に
至
つ
て
は
厚
紙
に
片
仮

名
に
て
候
補
者
の
姓
名
を
記
し
之
を
切
抜
て
習
熟
し
投
票
し
た
る
実
例
府
県
会
議

員
選
挙
当
時
に
あ
り
た
れ
ば
今
回
の
総
選
挙
に
も
是
等
の
手
段
を
為
す
者
多
か
る

べ
け
れ
ば
到
底
正
確
の
調
査
は
為
し
得
ざ
る
べ
し
と
云
ふ

こ
れ
は
、
第
七
回
衆
議
院
議
員
選
挙
公
示
後
、
明
治
三
五
年
五
月
九
・
一
〇
日
付
『
朝

日
新
聞
』
の
記
事
で
、
有
権
者
中
の
「
無
筆
者
」
数
調
査
が
「
自
己
の
姓
名
を
自
署
し
得

る
」
か
否
か
を
問
う
と
い
う
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
報
じ
た
も
の
だ
。
そ
の
割
合

は
全
国
平
均
で
一
割
以
上
に
な
る
だ
ろ
う
と
の
見
込
み
だ
が
、
こ
れ
は
第
一
三
回
帝
国
議

会
で
確
認
で
き
る
「
政
府
委
員
ノ
取
調
ベ
」
結
果
と
概
ね
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

〇
（
前
川
槙
造
君
）

…
…
殊
ニ
先
達
政
府
委
員
ノ
取
調
ベ
タ
所
ノ
自
書
シ
能
ハ
ザ

ル
所
ノ
表
ニ
依
リ
マ
シ
テ
モ
、
随
分
澤
山
ナ
人
デ
ア
ル
、
百
人
ニ
就
イ
テ
、
十
若
ク

ハ
十
七
ト
云
フ
ヤ
ウ
ニ
大
変
ナ
比
率
デ
ア
ル
、
是
ハ
悉
ク
皆
自
筆
者
ナ
ラ
ザ
ル
モ
ノ

デ
ハ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
マ
イ
ガ
、
其
中
ノ
多
数
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
自
筆
ノ
能
ハ
ザ
ル
者
デ
ア

ル
、
是
等
ノ
モ
ノ
ヲ
無
記
名
ト
云
フ
コ
ト
ノ
タ
メ
ニ
権
利
ヲ
奪
ッ
テ
シ
マ
フ
コ
ト
ハ
、

甚
ダ
謂
ハ
レ
ナ
イ
コ
ト
ゝ
考
ヘ
マ
ス
一
一

「
政
府
委
員
ノ
取
調
ベ
タ
所
ノ
自
書
シ
能
ハ
ザ
ル
所
ノ
表
」
そ
の
も
の
は
確
認
で
き
て

い
な
い
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
自
書
シ
能
ハ
ザ
ル
」
者
は
一
割
か
ら
一
割
七
分
に
及
ん
だ

と
い
う
。
調
査
対
象
者
や
そ
の
規
模
が
不
明
で
あ
る
以
上
、
こ
こ
か
ら
言
え
る
こ
と
は
多

く
な
い
が
、
興
味
深
い
点
は
「
是
ハ
悉
ク
皆
自
筆
者
ナ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
デ
ハ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
マ

イ
ガ
、
其
中
ノ
多
数
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
自
筆
ノ
能
ハ
ザ
ル
者
デ
ア
ル
」
と
の
一
説
に
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
「
自
書
シ
能
ハ
ザ
ル
者
」
と
「
自
筆
ノ
能
ハ
ザ
ル
者
」
が
明
確
に
区
別
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
自
筆
」
能
力
が
「
自
書
」
能
力
よ
り
下
位
レ
ベ
ル
に
存
在
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
、
「
自
書
」
不
可
能
者
が
即
「
自
筆
」
不
可
能
者

で
は
な
い
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
先
に
引
用
し
た
『
朝
日
新
聞
』
中
の
記
述
か
ら
考

察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

記
事
に
は
「
無
筆
者
」
で
あ
っ
て
も
自
分
の
姓
名
さ
え
書
け
な
い
と
い
う
も
の
は
少
な

く
、
自
分
の
姓
名
程
度
な
ら
書
け
る
と
い
う
者
で
あ
れ
ば
練
習
す
れ
ば
被
選
挙
人
の
氏
名

を
書
け
る
よ
う
に
な
る
、
更
に
は
、
被
選
挙
人
の
名
前
を
カ
タ
カ
ナ
で
書
け
る
よ
う
に
練

習
し
て
投
票
し
た
と
い
う
府
県
会
議
員
選
挙
の
事
例
も
あ
る
、
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の

「
甚
だ
し
き
に
至
つ
て
は
」
「
片
仮
名
に
て
」
と
の
書
き
口
か
ら
、
「
無
筆
者
調
査
」
に

お
い
て
「
自
署
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
漢
字
を
用
い
て
の
氏
名
記
載
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
「
是
ハ
悉
ク
皆
自
筆
者
ナ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
デ
ハ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
マ
イ
ガ
」

と
は
、
漢
字
で
自
署
が
出
来
な
い
も
の
が
皆
、
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
さ
え
書
け
な
い
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
識
字
の
段
階
が
想
定
さ
れ
て
の
発
言
だ
と
推
測
で
き
る
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
前
川
は
漢
字
以
外
で
の
記
載
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
た
上
で
、
そ
れ
さ

え
困
難
な
、
ひ
ら
が
な
さ
え
書
け
な
い
「
自
筆
ノ
能
ハ
ザ
ル
」
選
挙
人
の
存
在
を
想
定
し
、

そ
う
し
た
人
々
か
ら
選
挙
権
が
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
を
「
謂
ハ
レ
ノ
ナ
イ
コ
ト
」
と
し
て
非

難
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
選
挙
の
後
日
談
と
し
て
『
都
新
聞
』
に
は
「
被
選
挙
人
ノ
氏
名
ヲ
書
ス
ル
コ
ト

能
ハ
サ
ル
」
選
挙
人
の
話
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

▲
六
十
の
老
翁
始
め
て
字
を
習
ふ

下
谷
区
元
黒
門
町
待
合
岡
田
留
吉
ハ
当
年

六
十
三
才
の
老
人
に
て
高
梨
氏
の
投
票
勧
誘
に
応
じ
承
諾
ハ
与
へ
た
れ
ど
も
目
に

一
丁
字
な
く
自
己
の
姓
名
す
ら
書
す
る
能
は
ざ
れ
バ
承
諾
の
日
よ
り
高
梨
哲
四
郎

の
五
字
を
昼
夜
と
な
く
習
字
せ
り
と

（
八
月
一
一
日
）
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▲
氏
名
を
震
へ
て
書
け
ず

高
梨
派
の
有
権
者
で
下
谷
区
の
某
ハ
区
役
所
に
出

頭
し
て
卒
ざ
記
名
と
い
ふ
場
合
に
テ
が
震
へ
て
終
に
記
し
得
ず
に
帰
つ
た
と
の
咄

で
あ
る
其
人
ハ
元
来
無
学
で
あ
つ
て
記
名
も
片
仮
名
と
の
事
で
あ
つ
た
が
然
も
右

の
訳
で
記
し
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
そ
う
な

（
八
月
一
三
日
）

一
一
日
の
「
下
谷
区
元
黒
門
町
待
合
岡
田
留
吉
」
と
一
三
日
に
報
じ
ら
れ
た
「
高
梨
派

の
有
権
者
で
下
谷
区
の
某
」
と
は
同
一
人
物
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
留
吉
、
も
と
は
自
分

の
姓
名
さ
え
書
け
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
投
票
の
た
め
に
そ
れ
は
熱
心
に
「
高
梨
哲
四
郎
の

五
字
」
を
練
習
し
て
い
た
の
だ
が
、
い
ざ
当
日
、
投
票
場
で
は
手
が
震
え
て
投
票
が
叶
わ

な
か
っ
た
と
い
う
。

八
月
三
〇
日
付
『
土
陽
新
聞
』
に
も
同
様
の
話
が
み
ら
れ
た
。

△
『
佐
々
友
房
』
の
四
字

熊
本
県
球
磨
郡
某
村
の
選
挙
民
某
元
と
一
丁
字
を
解

せ
ず
国
権
派
の
勧
誘
に
応
じ
佐
々
氏
を
選
挙
す
べ
き
約
を
為
し
『
佐
々
友
房
』
な
る

四
字
の
名
刺
を
手
本
と
し
て
習
字
怠
ら
ず
漸
く
之
れ
を
書
き
得
る
に
至
れ
る
折
柄

偶
々
反
対
派
の
運
動
員
来
り
甘
言
之
を
誘
ふ
に
自
党
の
候
補
者
某
に
投
票
せ
ん
こ

と
を
誘
ふ
某
乃
ち
心
動
き
之
に
従
ふ
而
し
て
選
挙
場
に
入
る
や
『
佐
々
友
房
』
四
字

の
外
一
字
を
書
き
得
ず
遂
に
佐
々
氏
に
投
票
し
た
り
反
対
派
の
人
之
れ
を
聞
き
開

い
た
る
口
が
塞
が
ら
ず

こ
の
場
合
、
選
挙
人
は
投
票
を
為
し
た
の
で
あ
る
が
、
「
佐
々
友
房
」
以
外
の
字
が
書

け
な
か
っ
た
た
め
に
本
意
で
は
な
い
候
補
者
に
投
票
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
第
七
回
衆
議
院
議
員
選
挙
で
は
実
際
に
「
被
選
挙
人
ノ
氏
名
ヲ
書
ス
ル
能

ハ
サ
ル
」
選
挙
人
た
ち
の
姿
が
見
ら
れ
た
。

新
聞
報
道
が
必
ず
し
も
事
実
を
語
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
そ
の
姿
は
政
府
に
よ

る
統
計
結
果
に
も
現
れ
て
い
る
。
内
閣
統
計
局
『
第
三
二

(

大
正
二
年)

日
本
帝
国
第
三

十
二
統
計
年
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
第
七
回
衆
議
院
議
員
選
挙
に
お
い
て
「
被
選
挙
人
ノ
氏
名

ヲ
書
ス
ル
能
ハ
サ
ル
者
」
は
全
国
で
二
、
〇
一
八
人
を
数
え
た
と
い
う
。
こ
れ
は
有
権
者

中
〇
・
二
一
％
の
割
合
で
あ
る
。
政
府
委
員
の
調
査
に
比
べ
れ
ば
随
分
少
な
い
数
に
な
る

が
、
一
割
程
の
棄
権
者
の
う
ち
に
「
被
選
挙
人
ノ
氏
名
ヲ
書
ス
ル
能
ハ
サ
ル
者
」
が
ど
れ

だ
け
い
た
か
は
分
か
ら
な
い
し
、
こ
の
時
求
め
ら
れ
た
自
書
能
力
が
漢
字
に
限
ら
れ
た
の

か
、
ひ
ら
が
な
や
カ
タ
カ
ナ
も
認
め
る
も
の
だ
っ
た
の
か
も
不
明
だ
。
例
え
政
府
側
が
漢

字
の
投
票
の
み
を
「
自
書
」
と
し
て
認
め
る
趣
意
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
選
挙
人
が
誰
の

名
前
を
書
い
た
か
分
か
ら
な
い
「
秘
密
選
挙
」
で
あ
っ
た
以
上
は
、
選
挙
人
が
ひ
ら
が
な

や
カ
タ
カ
ナ
で
記
載
し
て
い
て
も
止
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
逆
に
、
カ
タ
カ
ナ
で
あ
れ

ば
書
く
こ
と
が
出
来
た
の
に
漢
字
で
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
込
ん
だ
結
果
、
投

票
で
き
ず
終
い
と
な
っ
た
選
挙
人
も
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
両
者
の
識
字
の

程
度
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
片
や
「
被
選
挙
人
ノ
氏
名
ヲ
書
ス
ル
能
ハ
サ
ル
者
」
と
な
り
、

片
や
「
投
票
セ
シ
者
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

統
計
方
法
が
不
明
で
あ
る
以
上
、
内
閣
府
統
計
か
ら
言
え
る
こ
と
は
多
く
な
い
。
し
か

し
、
投
票
所
に
訪
れ
な
が
ら
も
「
被
選
挙
人
ノ
氏
名
ヲ
書
ス
ル
」
こ
と
が
出
来
な
い
が
た

め
に
投
票
を
諦
め
た
「
無
筆
」
の
選
挙
人
が
一
定
数
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま

た
、
新
聞
に
よ
る
「
無
筆
者
ハ
投
票
を
行
ふ
能
は
ざ
る
規
定
な
る
故
勢
ひ
棄
権
者
の
数
を

増
加
す
る
次
第
な
る
」
と
の
予
想
に
反
し
て
棄
権
者
数
は
第
六
回
総
選
挙
の
二
一
・
〇

五
％
を
大
幅
に
下
回
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ひ
ら
が
な
や
カ
タ
カ
ナ
で
の
投
票
を
な
し
た

も
の
は
や
は
り
相
当
数
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
三
〇
年
代
の
選
挙
人
の
「
識
字
」
能
力
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
を

知
る
こ
と
は
明
治
が
遠
い
歴
史
と
な
っ
た
現
代
は
勿
論
の
こ
と
、
当
時
か
ら
困
難
な
こ
と

で
あ
っ
た
。
選
挙
の
公
示
前
、
明
治
三
五
年
四
月
二
日
付
『
朝
日
新
聞
』
の
記
事
に
は
、

有
権
者
中
の
「
無
筆
者
」
数
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
推
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

有
権
者
中
無
筆
者
幾
割
幾
歩
な
る
べ
き
や
は
其
調
査
容
易
な
ら
ざ
れ
ど
も
暫
く
之

を
小
学
児
童
の
就
学
不
就
学
の
割
合
を
案
じ
て
其
比
較
を
求
む
る
に
学
齢
児
童
百

人
に
対
す
る
不
就
学
者
は
三
十
一
年
の
統
計
に
十
七
、
五
八
（
男
子
の
分
丈
な
り
）

を
示
せ
り
普
通
教
育
行
き
渡
り
た
る
今
日
で
さ
へ
此
の
如
く
な
る
に
現
在
の
有
権

者
は
十
五
年
以
前
に
就
学
年
齢
に
達
し
た
る
も
の
若
く
は
全
く
教
育
制
度
な
き
封

建
時
代
に
生
育
し
た
る
者
の
み
な
れ
ば
其
無
筆
者
と
有
筆
者
の
割
合
は
現
在
学
齢

児
童
中
の
就
学
不
就
学
の
割
合
よ
り
も
多
し
と
見
る
も
大
差
な
か
ら
ん
更
に
一
例

を
求
む
る
に
近
年
の
徴
兵
適
齢
者
は
皆
教
育
制
度
普
及
の
後
に
生
長
し
た
る
も
の

な
る
に
無
筆
者
の
数
割
合
の
多
き
の
一
事
を
見
る
も
全
国
尚
無
筆
者
多
く
有
権
者

中
に
も
其
割
合
多
か
る
べ
き
を
推
定
し
得
べ
し

― 7 ―



こ
こ
で
、
選
挙
人
に
お
け
る
無
筆
者
の
割
合
を
推
定
す
る
に
あ
た
っ
て
用
い
ら
れ
て
い

る
の
は
二
つ
の
統
計
だ
。
一
つ
は
学
齢
児
童
の
不
就
学
率
で
、
も
う
一
つ
は
壮
丁
教
育
程

度
調
査
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
統
計
の
不
正
確
性
に
つ
い
て
先
行
研
究
に
よ
る
指
摘
も
あ
る

が
、
本
稿
で
は
不
問
と
し
た
い
。

学
齢
児
童
の
不
就
学
率
は
明
治
三
〇
年
代
に
義
務
教
育
の
国
庫
補
助
制
度
確
立
、
小
学

校
令
に
よ
る
就
学
規
定
の
厳
密
化
、
授
業
料
の
原
則
廃
止
な
ど
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
機
に
、

か
な
り
低
く
な
っ
て
い
る
【
別
表
二
】
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
は
と
い
え
ば
、
明
治
二
〇

年
に
は
男
女
合
わ
せ
て
も
就
学
率
は
半
分
に
満
た
ず
、
男
子
だ
け
で
見
て
も
約
四
割
の
不

就
学
児
童
が
い
た
。
記
事
は
、
現
在
の
有
権
者
の
多
く
は
よ
り
古
い
時
代
に
就
学
年
齢
に

あ
っ
た
も
の
や
、
教
育
制
度
成
立
以
前
に
生
れ
育
っ
た
者
た
ち
で
あ
る
か
ら
、「
無
筆
者
」

の
数
は
現
在
（
明
治
三
一
年
統
計
）
の
不
就
学
者
の
割
合
よ
り
多
い
だ
ろ
う
、
と
推
測
し

て
い
る
。
こ
の
予
想
の
裏
付
け
と
し
て
引
き
だ
さ
れ
る
の
が
、
壮
丁
教
育
程
度
調
査
の
結

果
だ
。

壮
丁
教
育
程
度
調
査
は
、
明
治
三
二
年
か
ら
陸
軍
省
と
文
部
省
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

そ
の
名
の
と
お
り
、
調
査
対
象
は
「
壮
丁
」
で
あ
る
二
〇
歳
男
子
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、

明
治
時
代
の
全
国
的
な
教
育
水
準
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
数
少
な
い
統
計
資
料
の
一
つ

で
あ
る
一
二

。
こ
れ
ら
の
結
果
の
一
部
を
表
に
示
し
た
【
別
表
三
】
。

明
治
三
二
年
を
見
る
と
壮
丁
中
「
読
書
筆
算
ヲ
知
ラ
サ
ル
」
者
は
二
三
・
四
％
、
彼
等

の
学
齢
期
に
は
男
子
の
不
就
学
率
が
お
お
よ
そ
三
割
～
四
割
程
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
不
就
学
者
が
皆
「
読
書
筆
算
ヲ
知
ラ
サ
ル
者
」
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
が
「
稍

読
書
筆
算
ヲ
為
ス
者
」
ま
で
含
め
れ
ば
、
そ
の
割
合
は
不
就
学
者
の
も
の
と
近
づ
い
て
く

る
。と

こ
ろ
で
、
壮
丁
教
育
程
度
調
査
と
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
調
査
方
法
は
年
度
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
注
意
書
き
が
あ
る
も
の
の
、
そ

の
試
験
の
内
容
は
「
漢
字
の
〝
読
み
〟
と
〝
書
き
取
り
〟
、
語
の
意
味
、
文
法
、
文
章
の

理
解
、
そ
の
他
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
か
な
や
数
字
の
読
み
書
き
に
つ
い
て
は
調
べ
ら
れ

て
い
な
い
」
一
三

と
い
う
。
つ
ま
り
、
ひ
ら
が
な
や
カ
タ
カ
ナ
で
あ
れ
ば
読
み
書
き
可
能
な

者
で
あ
っ
て
も
壮
丁
教
育
程
度
調
査
上
で
は
「
読
書
筆
算
ヲ
知
ラ
サ
ル
者
」
に
な
っ
て
し

ま
う
の
だ
一
四

。
こ
の
調
査
か
ら
は
、
政
府
が
、
と
ま
で
は
言
え
な
く
と
も
、
少
な
く
と
も

陸
軍
省
・
文
部
省
が
近
代
教
育
の
結
果
と
し
て
国
民
が
得
る
「
教
養
」
あ
る
い
は
「
知
識
」

と
し
て
考
え
た
の
が
漢
字
ひ
ら
が
な
混
じ
り
文
の
読
解
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

「
無
筆
選
挙
人
」
の
実
態
を
考
え
る
上
で
は
、
そ
も
そ
も
当
時
は
何
を
以
て
「
無
筆
」

と
し
た
の
か
、
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
明
治
期
の
「
識
字
率
」
を
め
ぐ

る
学
説
の
多
く
は
、
こ
の
点
を
等
閑
に
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
本
章
で
確
認
し
て
き
た

限
り
で
は
、
自
署
調
査
や
壮
丁
教
育
程
度
調
査
な
ど
の
、
従
来
明
治
期
の
「
識
字
率
」
を

明
ら
か
に
す
る
上
で
用
い
ら
れ
て
き
た
統
計
資
料
は
「
漢
字
」
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
漢
字
ひ
ら
が
な
混
じ
り
文
に
慣
れ
た
現
代
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ
と

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
壮
丁
教
育
調
査
の
始
ま
っ
た
明
治
三
〇
年
代
の
日
本
で
は
、
未

だ
「
国
語
」
の
姿
は
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
「
自
書
」
条
件
を
め
ぐ
る
市

井
の
混
乱
や
議
論
に
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
章
で
は
、
明
治
三
〇

年
代
を
中
心
に
、
「
国
語
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
く
。

三
、
「
国
語
」
の
行
方

改
正
選
挙
法
が
成
立
し
た
明
治
三
〇
年
代
は
「
国
語
」
問
題
を
め
ぐ
る
転
換
期
で
も
あ

っ
た
。
明
治
三
三
年
九
月
に
は
小
学
校
令
施
行
規
則
の
改
正
に
よ
っ
て
「
読
書
」「
作
文
」

「
習
字
」
の
三
科
目
が
統
一
さ
れ
「
国
語
」
と
い
う
科
目
が
誕
生
し
て
い
る

一
五

。
こ
の

「
国
語
」
に
つ
い
て
は
「
普
通
ノ
言
語
、
日
常
須
知
ノ
文
字
及
文
章
ヲ
知
ラ
シ
メ
正
確
ニ

思
想
ヲ
表
彰
ス
ル
ノ
能
ヲ
養
」
一
六

う
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
時
ひ

ら
が
な
の
字
体
の
統
一
が
図
ら
れ
、
所
謂
「
変
体
仮
名
」
と
呼
ば
れ
る
字
体
が
排
除
さ
れ

て
い
る
一
七

。
し
か
し
「
国
語
」
の
姿
に
つ
い
て
は
未
だ
議
論
の
途
上
に
あ
り
、
ひ
ら
が
な

カ
タ
カ
ナ
の
両
方
を
教
え
る
の
か
、
文
体
は
ど
う
す
る
の
か
等
、
未
確
定
な
部
分
が
多
か

っ
た
。
ま
た
、
明
治
二
〇
年
頃
か
ら
文
学
界
を
中
心
に
起
こ
っ
た
言
文
一
致
運
動
が
、
主

要
雑
誌
掲
載
小
説
に
お
け
る
言
文
一
致
体
小
説
数
が
文
語
体
小
説
数
を
上
回
る
、
と
い
う

形
で
一
定
の
決
着
を
見
せ
始
め
る
の
も
明
治
三
〇
年
代
の
こ
と
だ
。

国
語
改
良
の
必
要
性
は
幕
末
期
か
ら
唱
え
ら
れ
始
め
て
い
た
が
、
そ
こ
に
は
種
々
の
意

見
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
統
一
は
と
て
も
一
個
人
や
私
団
体
の
手
に
負
え
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
市
井
の
研
究
・
議
論
を
う
け
、
政
府
に
よ
る
国
語
調
査
委
員
会
が

結
成
さ
れ
た
の
は
明
治
三
五
年
だ
っ
た
。
こ
の
調
査
会
で
は
、
標
準
語
、
言
文
一
致
、
仮

名
遣
い
、
漢
字
節
減
な
ど
当
時
の
日
本
語
が
抱
え
て
い
た
課
題
と
、
今
後
取
る
べ
き
方
向

性
に
つ
い
て
討
議
・
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

明
治
期
に
お
け
る
日
本
語
の
混
迷
状
況
に
つ
い
て
は
、
第
一
四
回
帝
国
議
会
衆
議
院
国
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字
国
語
国
文
ノ
改
良
ニ
関
ス
ル
建
議
案
審
査
特
別
委
員
会
に
お
け
る
委
員
長
根
本
正
の

発
言
に
簡
潔
に
表
れ
て
い
る
。

…
…
我
国
ノ
文
章
ト
云
ヒ
、
言
葉
ト
云
ヒ
、
字
ト
云
ヒ
、
実
に
錯
雑
紛
乱
不
規
則
不

統
一
ナ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
実
ニ
我
国
ノ
文
章
ヲ
世
界
ノ
文
明
国
ニ
較
ベ
テ
見
ル

ト
、
誠
ニ
混
雑
シ
テ
居
ッ
テ
…
…
実
ニ
今
日
ノ
日
本
ノ
言
葉
ハ
先
ヅ
手
紙
、
話
、
新

聞
紙
上
ノ
コ
ト
、
皆
違
ッ
テ
居
リ
マ
ス
、
之
ヲ
外
ノ
国
ニ
較
ヘ
マ
ス
ル
ト
、
実
ニ
非

常
ナ
間
ヲ
取
ル
、
此
漢
字
ハ
実
ニ
多
イ
文
字
デ
四
万
字
以
上
モ
ア
ル
サ
ウ
デ
ス
、
此

四
万
字
以
上
モ
ア
ル
モ
ノ
ヲ
読
ン
デ
、
之
ヲ
実
際
ニ
使
フ
モ
ノ
ハ
僅
カ
五
千
文
字
モ

学
ベ
バ
利
用
ス
ル
コ
ト
ガ
出
来
ル
一
八

「
錯
雑
紛
乱
不
規
則
不
統
一
」
と
表
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
明
治
三
〇
年
代
、
日
本
語
の
姿

は
一
様
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
は
書
き
言
葉
と
話
し
言
葉
の
乖
離
が
甚
だ
し
か
っ
た
こ
と

は
周
知
の
と
お
り
だ
が
、
そ
の
書
き
言
葉
に
も
ま
た
、
文
語
体
、
俗
談
平
話
体
、
漢
文
訓

読
体
、
と
い
っ
た
調
子
で
複
数
の
文
体
が
存
在
し
て
お
り
「
手
紙
、
話
、
新
聞
紙
上
ノ
コ

ト
、
皆
違
」
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
ま
た
、
文
体
に
よ
っ
て
読
み

書
き
出
来
る
人
の
数
は
異
な
っ
て
お
り
、
と
り
わ
け
漢
文
訓
読
体
は
十
二
分
に
教
育
を
受

け
た
ご
く
一
部
の
階
層
で
し
か
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
漢
文
訓

読
体
で
記
さ
れ
た
明
治
政
府
に
よ
る
官
令
や
、
文
語
体
で
漢
字
・
漢
語
を
大
い
に
用
い
た

大
新
聞
の
記
事
が
当
時
の
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
解
し
難
い
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
一
九

。

ま
た
、
文
体
の
み
な
ら
ず
「
文
字
」
一
つ
と
っ
て
も
、
当
時
は
様
々
な
議
論
・
主
張
が

存
在
し
た
。
例
え
ば
、
七
月
二
九
日
付
『
朝
日
新
聞
』
に
「
無
筆
選
挙
人
の
投
票
に
就
て

（
吉
原
地
方
局
長
談
）
」
と
の
見
出
し
で
掲
載
さ
れ
た
記
事
に
は
投
票
用
紙
へ
の
記
載
に

あ
た
っ
て
の
「
羅
馬
字
」
使
用
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

衆
議
院
議
員
選
挙
に
関
す
る
無
筆
者
投
票
の
効
力
に
つ
き
内
務
省
の
吉
原
地
方
局

長
の
意
向
を
聞
く
に
改
正
衆
議
院
議
員
選
挙
法
は
未
だ
実
行
の
暁
に
至
ら
ざ
れ
ば

先
例
に
徴
す
る
事
能
は
ざ
る
も
府
県
制
に
依
れ
ば
是
ま
で
の
選
挙
に
は
仮
名
を
使

用
す
る
事
を
許
し
居
る
慣
例
あ
る
の
み
な
ら
ず
既
に
行
政
上
の
確
的
判
例
も
あ
れ

ば
当
局
内
に
於
て
は
無
論
仮
名
の
有
効
な
る
こ
と
を
認
め
居
れ
り
、
次
に
岩
屋
天
狗
、

加
藤
裏
天
、
井
上
蟹
甲
等
の
如
き
符
号
は
孰
れ
か
と
云
へ
ば
悪
口
の
方
に
属
し
姓
名

を
記
載
し
あ
る
銘
文
と
相
反
し
居
れ
ば
直
ち
に
之
れ
を
以
て
有
効
無
効
を
決
す
る

能
は
ず
或
は
後
日
裁
判
上
有
効
と
な
る
や
も
知
れ
ざ
れ
ど
も
兎
に
角
公
職
を
有
す

る
も
の
と
し
て
は
今
茲
に
之
れ
を
言
ふ
を
憚
る
な
り
、
尚
ほ
羅
馬
字
使
用
の
有
効
無

効
は
別
に
問
題
と
な
る
べ
き
余
地
な
し
何
と
な
れ
ば
未
だ
曾
て
我
邦
語
と
認
め
た

る
事
な
け
れ
ば
当
然
無
効
た
る
べ
し
云
々

あ
く
ま
で
一
地
方
局
長
の
見
解
で
は
あ
る
が
、
ロ
ー
マ
字
は
「
日
本
字
」
で
は
な
い
こ

と
を
理
由
に
「
有
効
無
効
問
題
と
な
る
べ
き
余
地
な
し
」
に
無
効
で
あ
る
と
切
り
捨
て
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
同
様
の
議
論
は
第
一
二
回
帝
国
議
会
貴
族
院
議
会
の
中
で
も

み
ら
れ
た
。

〇
山
中
幸
義
君

ソ
レ
カ
ラ
第
三
十
五
条
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
第
三
十
五
条
三
項
「
文

字
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
ハ
投
票
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
ト
斯
ウ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ガ

是
ハ
チ
ッ
ト
極
端
ナ
ル
カ
知
リ
マ
セ
ヌ
ガ
日
本
文
字
ヲ
知
ラ
ヌ
デ
西
洋
文
字
バ
カ

リ
ヲ
知
ッ
テ
居
ル
ノ
ハ
宜
シ
イ
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
カ

〇
政
府
委
員
（
梅
謙
次
郎
君
）

御
答
致
シ
マ
ス
ル
ガ
ソ
レ
ハ
第
三
十
五
条
三
項
ニ

ハ
嵌
ラ
ヌ
カ
モ
知
レ
マ
セ
ヌ
ガ
同
条
ノ
第
一
項
ニ
「
自
カ
ラ
被
選
挙
人
一
名
ノ
氏
名

ヲ
記
載
シ
テ
投
函
ス
ヘ
シ
」
ト
ア
リ
マ
ス
ニ
依
ッ
テ
其
選
挙
人
ノ
氏
名
ト
云
フ
ノ
ハ

申
ス
マ
デ
モ
ナ
ク
日
本
字
デ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
リ
マ
セ
ヌ

〇
山
中
幸
義
君

西
洋
文
字
デ
ハ
イ
カ
ナ
イ
ノ
デ
ス
ナ

〇
政
府
委
員
（
梅
謙
次
郎
君
）

左
様
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス

二
〇

こ
こ
で
示
さ
れ
た
の
は
被
選
挙
人
の
「
氏
名
」
と
は
「
日
本
字
」
で
書
か
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
か
ら
西
洋
文
字
で
の
記
載
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
だ
。
「
日
本
字
」
が

漢
字
の
み
を
指
す
の
か
、
ひ
ら
が
な
カ
タ
カ
ナ
を
含
む
の
か
は
こ
こ
か
ら
は
分
か
ら
な
い

が
「
西
洋
文
字
」
は
「
日
本
字
」
で
は
な
い
た
め
無
効
で
あ
る
と
い
う
。

ロ
ー
マ
字
で
の
記
載
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
、
と
い
う
議
論
は
ひ
ら
が
な
や
カ
タ
カ
ナ

の
議
論
と
比
べ
て
突
拍
子
の
な
い
も
の
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
も
ま
た
当

時
の
国
語
改
良
問
題
を
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
。

国
語
改
良
運
動
の
魁
と
し
て
前
島
密
に
よ
る
「
漢
字
御
廃
止
議
」
が
有
名
で
あ
る
よ
う
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に
、
国
語
改
良
議
論
の
中
に
は
、
そ
の
習
得
が
他
の
学
習
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

主
た
る
理
由
と
し
て
、
漢
字
は
な
く
し
て
し
ま
う
の
が
良
い
、
と
い
う
主
張
が
見
ら
れ
た

の
だ
。
そ
の
中
で
も
文
字
を
ひ
ら
が
な
に
す
る
の
が
よ
い
か
カ
タ
カ
ナ
が
よ
い
か
、
は
た

ま
た
ロ
ー
マ
字
を
採
用
す
る
か
、
と
主
張
が
分
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
国
語

調
査
委
員
会
の
決
議
で
は
定
め
ら
れ
た
四
つ
の
大
針
の
一
つ
に
「
文
字
は
音
韻
文
字
『
フ

オ
ノ
グ
ラ
ム
』
を
採
用
す
る
こ
と
ゝ
し
、
仮
名
羅
馬
字
の
特
質
を
調
査
す
る
こ
と
二
一

」
と

あ
り
、
日
本
語
を
表
記
す
る
文
字
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
マ
字
も
そ
の
候
補
と
し
て
真
剣
に

検
討
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
選
挙
法
改
正
の
議
論
の
中
で
政
府
委
員
が
「
西
洋
文
字
デ

ハ
イ
カ
ナ
イ
」
と
答
え
て
い
る
よ
う
に
、
国
字
の
変
更
に
は
大
き
な
抵
抗
が
伴
っ
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
改
正
選
挙
法
の
「
自
書
」
条
件
を
め
ぐ
っ
て
は
、
明
治
三
〇
年
代
の
人
々

の
「
文
字
」
認
識
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。
明
治
期
の
日
本
に
は
、
一
方
で
は
近
代

教
育
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
「
漢
字
」
の
節
減
や
廃
止
の
議
論
が
な
さ
れ
な
が
ら
、
も
う

一
方
で
は
「
漢
字
」
で
氏
名
を
記
す
能
力
が
選
挙
人
に
求
め
ら
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
混

沌
と
し
た
状
況
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
過
渡
期
の
日
本
語
の
揺
ら
ぎ
を
視
野
に
入
れ
ず
に

い
て
は
、
当
時
の
「
識
字
」
を
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
明
治
三
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
選
挙
法
の
改
正
と
、
改
正
選
挙
法
下
で
行
わ
れ

た
第
七
回
総
選
挙
に
お
い
て
表
出
し
た
「
言
葉
」
や
「
識
字
」
の
問
題
を
整
理
し
て
き
た
。

和
暦
や
年
号
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
時
代
区
分
や
、
制
度
・
法
律
の
制
定
・
改
正
と
は
関

わ
り
な
く
、
旧
時
代
的
な
も
の
は
存
在
を
続
け
る
。
そ
れ
が
、
選
挙
に
お
い
て
は
無
記
名

式
に
よ
る
秘
密
選
挙
を
施
行
し
よ
う
と
す
る
と
「
天
保
時
代
の
老
人
た
ち
に
は
字
が
書
け

な
い
も
の
が
大
勢
い
る
」
と
反
対
意
見
が
飛
び
交
う
、
と
い
っ
た
形
で
表
出
し
た
の
だ
。

政
府
が
選
挙
人
の
財
産
制
限
の
緩
和
す
る
一
方
で
「
自
書
」
条
件
を
導
入
し
た
こ
と
、
ま

た
そ
れ
に
反
対
す
る
議
員
が
多
く
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
は
、
当
時
、
「
人
ノ
氏
名
ヲ
書
ス

ル
能
ハ
サ
ル
者
」
の
存
在
が
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
人
々
に
「
選
挙
さ
れ
て
は
困
る
」
と
考
え
た
政
府
の
意
図
、
排
除
し
た
か
っ
た
選

挙
人
層
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

明
治
四
五
年
に
は
全
国
で
二
、
四
六
一
人
存
在
し
た
「
被
選
挙
人
ノ
氏
名
ヲ
書
ス
ル
能

ハ
サ
ル
者
」
だ
が
、
大
正
四
年
に
は
僅
か
一
〇
人
に
ま
で
減
少
し
て
お
り
、
以
降
は
統
計

の
項
目
か
ら
削
除
さ
れ
て
い
る
【
別
表
四
】
。
大
正
期
に
は
既
に
選
挙
人
に
対
し
て
「
自

書
」
能
力
を
問
い
か
け
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
同
様
に
、
軍
隊
に
お
い

て
も
明
治
期
に
は
壮
丁
へ
の
国
語
教
育
が
必
要
と
さ
れ
た
が
大
正
頃
に
は
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
二
二

。

最
後
に
、
こ
の
「
自
書
」
条
件
の
そ
の
後
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
明
治
三
三
年
の
衆
議

院
議
員
選
挙
法
が
全
文
改
正
さ
れ
た
の
は
大
正
一
四
年
の
こ
と
。
こ
の
時
成
立
し
た
の
が
、

財
産
制
限
を
撤
廃
し
、
二
五
歳
以
上
の
す
べ
て
の
臣
民
男
子
に
選
挙
権
を
認
め
た
、
い
わ

ゆ
る
男
子
普
通
選
挙
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
第
三
〇
条
二
項
に
お
い
て
「
自
ラ
議
員
候

補
者
ノ
氏
名
ヲ
書
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
者
ハ
投
票
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
記
さ
れ
て
お

り
、
「
自
書
」
条
件
が
存
続
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
女
性
参
政
権
を
認
め
た
昭
和

二
〇
年
の
部
分
改
正
時
に
も
残
さ
れ
、
昭
和
二
三
年
の
部
分
改
正
時
に
よ
う
や
く
第
二
七

条
二
項
に
よ
っ
て
「
身
体
ノ
故
障
ニ
因
リ
自
ラ
議
員
候
補
者
ノ
氏
名
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
能

ハ
ザ
ル
選
挙
人
」
に
限
っ
て
代
書
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
昭
和
二
五
年
に
は
衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
、
地
方
自
治
体
の
議
会
議
員

及
び
長
並
び
に
教
育
委
員
会
の
委
員
選
挙
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
を
統
合
し
た
公
職
選
挙
法

が
制
定
さ
れ
た
。
現
在
の
選
挙
法
は
こ
れ
の
部
分
改
正
を
繰
り
返
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
現
行
の
公
職
選
挙
法
に
お
い
て
も
選
挙
人
に
は
「
自
書
」
で
の
投
票
が
求
め
ら
れ
て

い
る
二
三

。
そ
の
条
文
は
次
の
と
お
り
だ
。

第
四
十
六
条

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）

議
員
の
選
挙
以
外
の
選
挙
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
選
挙
人
は
、
投
票
所
に
お
い
て
、

投
票
用
紙
に
当
該
選
挙
の
公
職
の
候
補
者
一
人
の
氏
名
を
自
書
し
て
、
こ
れ
を
投
票

箱
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
四

。

周
知
の
と
お
り
、
現
代
で
は
点
字
投
票
や
「
心
身
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
」
に
よ
り
自

書
の
不
可
能
な
者
の
代
理
投
票
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
特
別

な
理
由
の
な
い
限
り
と
い
う
括
弧
書
き
が
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
選
挙
人
に
は
自
ら
が

票
を
投
じ
た
い
相
手
の
「
氏
名
を
自
書
」
す
る
能
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
構
造
は

変
わ
っ
て
い
な
い
。
な
お
、
現
代
に
お
け
る
「
自
書
式
投
票
」
の
賛
否
に
つ
い
て
は
本
稿

で
は
議
論
し
な
い
。
こ
こ
で
は
「
自
書
」
条
件
が
過
去
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
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る
の
み
で
あ
る
。

ま
た
、
今
回
は
衆
議
院
議
員
選
挙
法
に
限
っ
て
み
て
き
た
が
、
「
自
書
」
条
件
は
衆
議

院
議
員
選
挙
法
と
同
時
期
に
府
県
会
法
に
も
導
入
さ
れ
て
い
る
他
、
商
法

二
五

な
ど
の
参

政
権
に
関
わ
ら
な
い
法
律
中
に
も
見
ら
れ
る
。
全
国
各
地
で
自
署
調
査
が
行
わ
れ
た
こ
と

か
ら
も
、
人
々
が
「
氏
名
ヲ
書
ス
ル
」
能
力
を
有
し
て
い
る
か
否
か
、
は
明
治
政
府
に
と

っ
て
重
要
な
問
題
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

「
自
書
」
条
件
を
め
ぐ
る
議
論
に
は
明
治
期
日
本
が
抱
え
て
い
た
教
育
や
国
語
に
関
す

る
様
々
な
問
題
が
複
合
的
に
現
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
手
が
及
ば
な
か
っ
た
部
分
も
多

い
。
近
代
化
を
目
指
す
明
治
政
府
が
様
々
な
法
律
を
整
備
・
改
正
し
て
い
く
中
で
「
自
書
」

を
求
め
て
い
っ
た
の
は
何
故
か
。
資
料
年
代
や
分
野
の
幅
を
広
げ
て
の
再
検
討
は
今
後
の

課
題
と
す
る
。

（
く
み
た
み
さ

高
知
市
立
自
由
民
権
記
念
館
学
芸
員
）

【
主
要
参
考
文
献
】

土
屋
礼
子
『
大
衆
紙
の
源
流
―
明
治
期
小
新
聞
の
研
究
―
』
世
界
思
想
社
、
平
成
一
二
年
。

安
田
敏
郎
『
漢
字
廃
止
の
思
想
史
』
平
凡
社
、
平
成
二
八
年
。

島
村
直
己
「
近
代
日
本
の
リ
テ
ラ
シ
ー
研
究
序
説
：
付
・
文
献
目
録
」
、
『
国
立
国
語
研
究
所

報
告
』
一
〇
五
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
平
成
五
年
。

八
鍬
友
広
「
識
字
の
歴
史
研
究
と
教
育
史
」
、
『
教
育
思
想
』

h
ttp://doi.org/10.15084/00001135

 

、
平
成
三
〇
年
。

【
注
釈
】

一

稲
田
雅
洋
『
総
選
挙
は
こ
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
―
第
一
回
衆
議
院
議
員
選
挙
の
真
実
―
』
有

志
舎
、
二
〇
一
八
年
。

二

『
朝
日
新
聞
』
明
治
三
五
年
七
月
二
八
日
「
選
挙
投
票
の
心
得
」

三

衆
議
院
事
務
局
『
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
案
ノ
沿
革
』
大
正
八
年
。

四

「
衆
議
院
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
審
査
特
別
委
員
会
速
記
録
」
明
治
三
二
年
二
月
一
四

日
第
一
号
、
四
頁
―
五
頁
『
帝
国
議
会
衆
議
院
委
員
会
議
録
』
明
治
篇
一
三
、
東
京
大
学
出
版
会
、

昭
和
六
一
年
、
一
三
〇
頁
。

五

「
官
報

号
外
」
明
治
三
一
年
五
月
二
六
日
「
第
一
二
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
」
第
五
号
、

内
閣
官
報
局
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
一
三
、
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
五
年
、
六
〇

頁
。

六

「
衆
議
院
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
審
査
特
別
委
員
会
速
記
録
」
明
治
三
二
年
二
月
一
四

日
第
一
号
、
一
〇
頁
。
前
掲
書
一
三
六
頁
。

七

「
官
報

号
外
」
明
治
三
一
年
五
月
二
六
日
「
第
一
二
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
」
第
五
号
、

内
閣
官
報
局
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
一
三
、
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
五
年
、
六
〇

頁
。

八

「
官
報

号
外
」
明
治
三
二
年
二
月
二
三
日
「
第
一
三
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
」
第
三
四

号
、
内
閣
官
報
局
『
帝
国
議
会
衆
議
院

議
事
速
記
録
』
一
五
、
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
五
年
、

四
八
二
頁
。

　
　
　
　

　
　
　
　

と
の
見
出
し
で
「
此
節
の
御
役
人
様
は
み
な
学
者
で
困
る
。
私
ど
も
は
皆
学
校
の
無
い
時
に

生
れ
た
人
間
だ
か
ら
読
め
ま
せ
ん
。
」
と
語
る
商
家
の
主
人
の
様
子
が
雑
報
に
出
て
い
る
。

第
一
二
回
帝
国
議
会
貴
族
院
議
事
速
記
録
第
一
五
号
明
治
三
一
年
六
月
七
日
『
帝
国
議
会
貴

族
院
議
事
速
記
録
』
一
三
、
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
五
年
、
二
三
五
頁
。

加
藤
弘
之
「
国
語
調
査
に
就
て
」
明
治
三
五
年
七
月
、
文
化
庁
「
国
語
施
策
沿
革
資
料
２

（
昭
和
五
六
年
三
月
三
一
日
）
仮
名
遣
い
資
料
集
（
論
評
集
成
そ
の
一
）
」
。
（
最
終
閲
覧

令
和
五
年
三
月
一
八
日
）
。

二
〇

二
一

h
t
t
p
:
h
d
l
.
h
a
n
d
l
e
.
n
e
t
/
1
0
0
9
7
/
0
0
1
2
3
7
4
9

一
五

深
川
明
子
「
明
治
時
代
後
半
の
国
語
科
読
み
方
教
授
：
『
改
正
小
学
校
令
』
公
布
直
後
を
中

心
に
」
『
教
科
教
育
研
究
』
一
〇
巻
、
昭
和
五
二
年
。

一
六

「
小
学
校
令
施
行
規
則
」
第
三
条
『
官
報
』
第
五
一
四
一
号
、
明
治
三
三
年
八
月
二
一
日
。

一
七

斎
藤
達
哉
「
平
仮
名
字
体
の
新
旧
：
改
正
小
学
校
令
施
行
規
則
と
一
八
九
四
年
『
い
ろ
は
か

な
』
」
『
国
語
研
究
』
七
七
巻
、
平
成
二
六
年
。

一
八

第
一
四
回
帝
国
議
会
衆
議
院
国
字
国
語
国
文
ノ
改
良
ニ
関
ス
ル
建
議
案
審
査
特
別
委
員
会
速

記
録
（
第
一
号
）
明
治
三
三
年
二
月
一
三
日
、
一
頁
。

一
九 
 

例
え
ば
明
治
七
年
一
一
月
一
二
日
付
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
は
「
◇
御
触
が
む
ず
か
し
い
」

九

第
一
四
回
帝
国
議
会
衆
議
院
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
外
二
件
審
査
特
別
委
員
会
速
記

録
（
第
五
号
）
、
明
治
三
三
年
一
月
二
五
日
、
五
〇
頁
。

一
〇

同
前
。

一
一

「
第
一
三
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
審
査
特
別
委
員
会
速
記
録
」
明
治

三
二
年
二
月
二
日
第
四
号
、
三
五
頁
、
前
掲
書
一
六
一
頁
。

一
二

壮
丁
教
育
調
査
、
新
兵
教
育
調
査
の
い
ず
れ
も
問
題
の
出
所
が
不
明
で
あ
り
、
読
み
書
き
能

力
調
査
委
員
会
に
よ
る
『
日
本
人
の
読
み
書
き
能
力
』
（
昭
和
二
六
年
）
に
よ
れ
ば
採
点
の

基
準
は
「
各
調
査
地
の
担
当
者
に
一
任
」
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

一
三

前
掲
書
『
日
本
人
の
読
み
書
き
能
力
』
六
頁
。

一
四

教
育
学
、
社
会
学
な
ど
の
分
野
で
見
ら
れ
る
先
行
研
究
で
は
、
「
読
書
筆
算
ヲ
知
ラ
サ
ル

者
」
の
割
合
を
以
て
「
非
識
字
率
」
と
し
て
い
る
事
例
が
多
々
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は

日
本
語
と
い
え
ば
漢
字
ひ
ら
が
な
混
じ
り
の
言
文
一
致
体
で
あ
る
と
考
え
る
現
代
的
な
感
覚

に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
「
読
書
筆
算
ヲ
知
ラ
サ
ル
者
」
の
識
字
能
力
に
つ
い
て
は
議
論
の

余
地
が
あ
る
。
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e-GOV

二
五 　
第
一
四
回
帝
国
議
会
に
お
け
る
「
商
法
中
署
名
ス
ヘ
キ
場
合
ニ
関
ス
ル
法
律
案
」
の
審
議
中

で
も
「
日
本
ノ
人
民
中
ニ
ハ
文
字
ノ
書
ケ
ナ
イ
ト
云
フ
人
ガ
多
少
ナ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
出
来

ナ
イ
、
現
ニ
過
グ
ル
県
会
議
員
ノ
選
挙
ニ
モ
平
均
致
シ
マ
ス
ル
ト
、
二
割
位
ノ
自
書
ス
ル
コ

ト
ガ
出
来
ナ
イ
ト
云
フ
人
ガ
ア
ッ
タ
ト
云
フ
事
実
デ
ア
ル
」
（
「
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
十

号
」
明
治
三
二
年
一
二
月
一
九
日
、
一
六
九
頁
）
と
の
発
言
が
あ
り
、
自
書
不
可
能
な
人
々

が
一
定
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
「
自
書
」
条
件
に
反
対
す
る
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。

13

【表一】『文部省年報』掲載「自己ノ姓名ヲ書キ得ル者」 （%）

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
明治10年 ー ー ー ー 87.6 38.8 ー ー ー ー

ー ー ー ー 88 42.6 ー ー ー ー
ー ー ー ー 87.5 47.1 ー ー ー ー
ー ー 79.1 23.4 85.5 49.3 ー ー ー ー

37.4 2.7 ー ー 87.5 47.3 ー ー ー ー
ー ー ー ー 90.6 50.1 ー ー ー ー

明治16年 ー ー ー ー 90.8 55.4 ー ー ー ー
ー ー ー ー 91.6 58.5 ー ー ー ー
ー ー ー ー 90.1 58.5 ー ー 36.8 4.1
ー ー ー ー 90.6 547.6 ー ー 42.7 6.9
ー ー ー ー 87.1 53.5 65.6 42.1 38.5 6
ー ー ー ー 89.3 58.7 66.9 44.1 39.9 6.5

明治22年 ー ー ー ー 89 65.2 68.6 45.1 45.3 7.9
明治23年 ー ー ー ー 88.2 61.3 70.6 46.5 ー ー

ー ー ー ー 88.9 60.9 71.8 49.5 ー ー
ー ー ー ー 88.4 64.6 73.6 50.7 ー ー
ー ー ー ー 87 66.9 74.4 51.3 ー ー

島村直己「近代日本のリテラシー研究序説－付・文献目録－」(1993)を参考に作成

鹿児島県青森県 群馬県 滋賀県 岡山県

16.94 12.93 10.63 6.8 4.65 2.93 2.64 2.33 1.6 1.06 0.89

38.7 34 30 20.85 15.05 9.44 8.05 6.98 4.99 3.13 2.1
高知

【表三】壮丁普通教育程度調査（全国） （％）

.20.222

.10.818
0.06 0.08 090.09 .10.111

0.02 000.00 .10.212
0.32 0. 0. 0.77 1.23 231.23 .82.282
0.92 0. 1. 1.32 1.60 771.77 .62.363
6.23 6. 8. 9. 110.61 36 303
4.85 5. 5. 6.70 6.82 737.73 060
29. 31. 33. 34. 235.92 28 646尋常小学校科卒業ノ者尋常小学校科卒業ノ者

同上ニ均シキ学力ト認ムル者
稍読書筆算ヲ為ス者

同上に均シキ学力ト認ムル者 8. 9. 8. 8. 8.48
02
8.28

3.2
8.
4
60

2.
8.

25. 25. 22. 22. 519.40 02 924
読書筆算ヲ知ラサル者 23.40 20.62 19.66 16.76 15.85 14.19 6.99 5.75

明明治 治 明治33９年９年治明 1年41年明 年明 治

明治11年 

明治12年 
明治13年 
明治14年 
明治15年 

明治17年 

明治18年 
明治19年 
明治20年 
明治21年 

明治24年 

明治25年 
明治26年 

男 

女 

『帝国統計年鑑』参照

全国全国
大学卒業者大学卒業者 0 00..1122
同上に均シキ学力ト認ムル者同上ニ均シキ学力ト認ムル者 0 00..2222
高等学校及其以上ノ学校卒業者高等学校及其以上ノ学校卒業者 0.06 0.08 0. 0 00..0077
同上に均シキ学力ト認ムル者同上ニ均シキ学力ト認ムル者 0.02 0. 0 00..1144
中学校卒業ノ者中学校卒業ノ者 0.35 350.49 490.77 1.23 1. 2 22..0022
同上に均シキ学力ト認ムル者同上ニ均シキ学力ト認ムル者 0.98 981.02 021.32 1.60 1. 2 22..4466

高等小学校科卒業ノ者高等小学校科卒業ノ者 6.94 948.10 109.15 1510.6 12.312.6 17.17.0 118.8.2200

同上に均シキ学力ト認ムル者同上ニ均シキ学力ト認ムル者 5.58 585.32 326.70 6.82 7. 10.10.6 110.0.0066

4231.01 3013.74 7434.07 0735.9 36.236.8 37.37.4 339.9.9955
9.23 8.83 8.82 8.48 8.28 8.60 8.27

87
25.28 2

23
2.83

83
22.35

82
19.40 18. 1 1 7

27
5

者稍読書筆算ヲ為ス者読書筆算ヲ知ラサル 9920.62 1289.66 8316.76 3515.8 14.118.9 6.13.9 12.5.7755

明35年治3明6年 36年明治 明 4治0年40年明明治治4治32年33年 治明治33年34 治明治34年35明年

熊
谷
直
『
日
本
の
軍
隊
も
の
し
り
物
語
』
光
人
社
、
平
成
元
年
。

地
方
自
治
体
で
は
記
号
式
投
票
条
例
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
記
号
式
投
票
を
実
施
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
五
年
法
律
第
百
号
）
令
和
四
年
一
二
月
二
八
日
施
行
（
令
和
四
年
法

律
第
八
十
九
号
に
よ
る
改
正
）
法
令
検
索　
　
　

（
最
終
閲
覧
日
令
和
五
年
三
月
二
日
）
。

二
二

二
三

二
四
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【表二】義務既生者百中不就学率 （％）

明治30年 明治31年 明治32年 明治33年 明治34年 明治35年 明治36年明治37年 明治38年 明治39年 明治40年

男 19.33 17.58 14.94 9.65 6.22 4.2 3.41 2.84 2.28 1.84 1.47

女 49.14 46.27 40.96 28.27 18.2 13 10.42 8.54 6.66 5.16 3.86

男 16.94 12.93 10.63 6.8 4.65 2.93 2.64 2.33 1.6 1.06 0.89

女 38.7 34 30 20.85 15.05 9.44 8.05 6.98 4.99 3.13 2.1
高知

全国

【表三】壮丁普通教育程度調査（全国） （％）

全国

大学卒業者 0.22 0.12

同上に均シキ学力ト認ムル者 0.18 0.22

高等学校及其以上ノ学校卒業者 0.06 0.08 0.09 0.11 0.07

同上に均シキ学力ト認ムル者 0.02 0.00 0.12 0.14

中学校卒業ノ者 0.32 0.35 0.49 0.77 1.23 1.23 2.82 2.02

同上に均シキ学力ト認ムル者 0.92 0.98 1.02 1.32 1.60 1.77 2.63 2.46

高等小学校科卒業ノ者 6.23 6.94 8.10 9.15 10.61 12.36 17.03 18.20

同上に均シキ学力ト認ムル者 4.85 5.58 5.32 6.70 6.82 7.73 10.60 10.06

尋常小学校科卒業ノ者 29.42 31.01 33.74 34.07 35.92 36.28 37.46 39.95

同上に均シキ学力ト認ムル者 8.87 9.23 8.83 8.82 8.48 8.28 8.60 8.27

稍読書筆算ヲ為ス者 25.99 25.28 22.83 22.35 19.40 18.02 13.24 12.75

読書筆算ヲ知ラサル者 23.40 20.62 19.66 16.76 15.85 14.19 6.99 5.75

明治32年 明治36年 明治3９年 明治40年 明治41年明治33年 明治34年 明治35年全国

大学卒業者 0.22 0.12

同上ニ均シキ学力ト認ムル者 0.18 0.22

高等学校及其以上ノ学校卒業者 0.06 0.08 0.09 0.11 0.07

同上ニ均シキ学力ト認ムル者 0.02 0.00 0.12 0.14

中学校卒業ノ者 0.35 0.49 0.77 1.23 1.23 2.82 2.02

同上ニ均シキ学力ト認ムル者 0.98 1.02 1.32 1.60 1.77 2.63 2.46

高等小学校科卒業ノ者 6.94 8.10 9.15 10.61 12.36 17.03 18.20

同上ニ均シキ学力ト認ムル者 5.58 5.32 6.70 6.82 7.73 10.60 10.06

尋常小学校科卒業ノ者 31.01 33.74 34.07 35.92 36.28 37.46 39.95

同上ニ均シキ学力ト認ムル者 9.23 8.83 8.82 8.48 8.28 8.60 8.27

稍読書筆算ヲ為ス者 25.28 22.83 22.35 19.40 18.02 13.24 12.75

読書筆算ヲ知ラサル者 20.62 19.66 16.76 15.85 14.19 6.99 5.75

明治36年 明治3９年 明治40年 明治41年明治33年 明治34年 明治35年
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